
 

 

裁決書 

 

審査請求人 住所 大阪市○○区○○○○ 

氏名 ○○○○ 

処 分 庁 大阪市○○区保健福祉センター所長 

 

審査請求人が令和３年２月３日に提起した処分庁による保育施設・事業利用調整結果

通知書兼保育所入所保留通知書に関する処分に係る審査請求について、次のとおり裁決

する。 

主 文 

本件審査請求を棄却する。 

 

事案の概要 

１ 令和２年10月７日、審査請求人は、審査請求人の子ども（○歳児）（以下「申込児

童」という。）の「子どものための教育・保育給付保育認定（変更）申請書兼保育施

設・事業利用調整申込書」（以下「本件申請」という。）を処分庁に提出した。 

２ 本件申請では、第１希望をＡ、第２希望をＢの計２か所とする旨の記載があった。 

処分庁は、大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱（以下「利用調整要

綱」という。）及び同利用調整要綱に定める利用調整要綱別表「保育利用調整基準」

（以下「保育利用調整基準」という。）に基づき利用調整を行ったうえで、入所保留

と決定（以下「本件処分」という。）し、令和３年１月25日に審査請求人に「保育施

設・事業利用調整結果通知書兼保育所入所保留通知書」（以下「本件保留通知書」と

いう。）を送付した。 

なお、本件保留通知書には、「先に申し込みのありました保育施設・事業の利用に

ついて、利用調整の結果、次の理由により利用ができませんので、通知します。」と

の記載とともに、「利用できない理由」として、「利用申込をされた保育施設・事業に

ついては、利用可能数を上回る申込みがあったため、保育利用調整基準に基づく利用

調整を行った結果による。」との記載があった。 

３ 令和３年２月３日、審査請求人は、大阪市長（以下「審査庁」という。）に対し、本

件処分の取消しを求める審査請求（以下「本件審査請求」という。）を提出した。 

 

審理関係人の主張の要旨 

１ 審査請求人の主張 

審査請求人の主張は、本件処分の取消しを求めるものであり、その理由は次のとお

りである。 

(1)  いかなる審査基準によって保育の利用可否の審査をしているかが明らかで

はない。 

(2)  申込児童について、いかなる具体的理由で保育の利用が不可となったか明ら

かでない。 

(3)  保育の必要性の認定を受けているにもかかわらず、保育利用不可では保育利



 

 

用可となった児童との間に不平等が生じる。また審査請求人らもコロナ禍によ

り収入が減少し回復の見込みがない状況。保育利用ができないことは就労困難

となり、生活が困窮する。 

２  処分庁の主張 

処分庁の主張は、「審査請求人の審査請求を棄却する」との裁決を求めるものであ

り、その理由は次のとおりである。 

(1) １(1)について 

利用調整要綱第４条の規定により、同要綱に定める保育利用調整基準に基づ

き、利用調整を行ったものである。これについては、保育施設等の利用申し込

みに当たって配布している冊子(令和３年度保育施設・保育事業利用の案内）

に明記されている。 

(2) １(2)について 

審査請求人が本件申請において第１希望としていたＡでは、○歳児の利用可

能数が８名のところ、申込児童数は50名であり、審査請求人の世帯よりも点数

の高かった世帯が33世帯（後順位希望を除く）いる状況であったため、そのう

ちＡを第１希望としていた15世帯の中で、審査請求人の世帯よりも点数の高か

った世帯の児童８名を入所内定とした。 

次に、審査請求人が本件申請において第２希望としていたＢでは○歳児の利

用可能数が９名のところ、申込児童数は48名であり、審査請求人の世帯よりも

点数の高かった世帯が30世帯（後順位希望を除く）いる状況であったため、そ

のうちＢを第１希望としていた17世帯の中で、審査請求人の世帯よりも点数の

高かった世帯の児童９名を入所内定とした。 

審査請求人が本件申請において希望したいずれの保育施設においても保留

となったため、処分庁は本件申請に対して、「利用申し込みをされた保育施設・

事業については、利用可能数を上回る申し込みがあったため、保育利用調整基

準に基づく利用調整結果を行った結果による。」という理由を付して通知した

ものである。 

(3) １(3)について 

保育施設等の利用調整を行う場合には、保育の必要性の程度及び家族等の状

況を勘案し、保育を受ける必要性の高い児童が優先的に利用できるよう、調整

するものとされている（児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）第24

条）ところ、保育の必要性の判断基準や必要度が同程度とされた場合の優先順

位の付け方が市町村の裁量に委ねられている。本市においては、この利用調整

に当たって、利用調整要綱を制定し、保護者の保育を必要とする事由（就労、

疾病等）及び保育必要量（就労時間等）をもとに保育の必要性を点数化した上

で、保育の必要性の高いものから利用できるように調整するものとしている。

経済的状況を利用調整に当たってどの程度重視するかは市町村の裁量権の範

囲であり、この要綱に基づく基準は適法である。 

理 由 

１ 本件に係る法令等の規定について 



 

 

(1) 児童福祉法及び児童福祉法施行規則 

ア  児童福祉法第 24条第１項において、「市町村は、この法律及び子ども・

子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由

により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とす

る場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所（認

定こども園法第３条第１項の認定を受けたもの及び同条第 11項の規定によ

る公示がされたものを除く。）において保育しなければならない。」と規定

されている。 

イ  児童福祉法第 24条第２項において、「市町村は、前項に規定する児童に

対し、認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園（子ども・子

育て支援法第 27条第１項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事

業等（家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所

内保育事業をいう。以下同じ。）により必要な保育を確保するための措置を

講じなければならない。」と規定されている。 

ウ  児童福祉法第 24条第３項において、「市町村は、保育の需要に応ずるに

足りる保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法第 27条第１項の確認

を受けたものに限る。以下この項及び第 46条の２第２項において同じ。）

又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必

要と認められる場合には、保育所、認定こども園（保育所であるものを含

む。）又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こど

も園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童

の利用の要請を行うものとする。」と規定され、同法附則第 73条第１項の

規定により「市町村は、保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法第

27条第１項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第 46条の２第２

項において同じ。）又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うととも

に、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に

規定する児童の利用の要請を行うものとする。」と読み替えられる。 

エ  児童福祉法施行規則第 24条において、「市町村は、法第 24条第３項の規

定に基づき、保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法（平成 24年法

律第 65号）第 27条第１項の規定による確認を受けたものに限る。）又は家

庭的保育事業等の利用について調整を行う場合（法第 73条第１項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）には、保育の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に

利用できるよう、調整するものとする。」と規定されている。 

(2) 利用調整要綱、保育利用調整基準 

ア  児童福祉法附則第 73条第 1項の規定により読み替えられた同法第 24条

第３項の利用調整についての大阪市の審査基準を定めるため、利用調整要

綱を制定しており、同要綱第４条において、「保健福祉センター所長は、利

用調整を行うにあたっては、利用調整会議を開催し、別表「保育利用調整

基準」に基づき保育の必要性の高い児童から順に利用調整を行うものとす



 

 

る。」と規定されている。 

イ  保育利用調整基準において、「利用調整にあたっては、『（１）基本点数

表』により、世帯の保育の必要性に応じ基本点数を設定する。また、

『（２）調整指数表』により、該当する内容に応じて加点・減点を行い、基

本点数及び調整指数の合算点数の高い世帯から利用が可能となる。同一点

数で並んだ場合は、『（３）順位表』に規定する順位により、優先順位を決

定する。」と規定されている。 

(3) 行政手続法 

ア  行政手続法第５条第１項において、「行政庁は、審査基準（申請により求

められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するため

に必要とされる基準をいう。以下同じ。）を定めるもの」と規定され、同条

第３項において、「行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の

提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法によ

り審査基準を公にしておかなければならない。」と規定され、同条第２項に

おいて、「行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に

照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。」と規定されて

いる。 

イ  行政手続法第８条第１項において、「行政庁は、申請により求められた許

認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の

理由を示さなければならない。」と規定されている。 

２ 本件処分が取り消されるべきか否かについて 

(1)  審査請求人は、審査請求書において、「いかなる審査基準によって保育の利

用可否の審査をしているかが明らかではない」旨主張している。 

行政手続法第５条第１項は、行政庁は、審査基準（申請により求められた

許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とさ

れる基準）を定めること、同条第２項は、当該審査基準は、許認可等の性質

に照らしてできる限り具体的なものとしなければならないこと、同条第３項

は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされる

機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にして

おかなければならないことを定めているところ、本件処分の審査基準におい

て同条違反があるか否かを検討する。 

ア  審査基準の定め 

 児童福祉法附則第 73条第１項の規定により読み替えて適用する同法第

24条第３項の規定に基づく利用調整に係る審査基準として、利用調整要綱

を定めている。 

イ  審査基準の具体性 

 審査基準に求められる具体性の程度は、覊束性の強い処分にあっては、

一義的な判断が可能な程度までできる限り具体化されることが望ましい

が、一方で、行政庁に広範な裁量が認められている許認可等については、

法が行政庁に個々の案件に応じた適切な判断を期待して裁量を与えた趣旨



 

 

からすれば、審査基準が行政手続法第５条第２項の規定に照らし具体的で

あるかについては、当該許認可等の性質に照らして、これを判断するのが

相当と解される。 

そして、児童の保育を受ける必要性の高さを判断するという利用調整の

性質に照らせば、本件処分に係る審査基準として定められている利用調整

要綱によって、保育所等について利用可能数を上回る申込みがある場合に

考慮される世帯の状況の優先順位を客観的指標によって示すことができる

のであれば、利用調整要綱は本件処分の審査基準として、同項の規定に適

うものと解するのが相当である 

これを本件についてみると、まず、利用調整要綱第４条において、保健

福祉センター所長は、利用調整を行うにあたっては、利用調整会議を開催

し、保育利用調整基準に基づき保育の必要性の高い児童から順に利用調整

を行うものとするとされている。 

次に、利用調整要綱の別表において保育利用調整基準を定めているとこ

ろ、当該保育利用調整基準は「利用調整は、本表に基づき行うものとす

る。」とし、利用調整にあたっては、まず、各世帯の保護者の保育の必要と

する事由及び保育必要量をもとに保育の必要性に応じ基本点数を設定して

いる『（１）基本点数表』、該当する内容に応じて加点・減点を設定する

『（２）調整指数表』にあてはめ、該当する内容に応じて加点・減点を行

い、基本点数及び調整指数の合算点数の高い世帯から利用が可能となると

し、同一点数で並んだ場合には、同一点数で並んだ場合の順位を設定する

『（３）順位表』により、優先順位を決定し、利用調整の申込に係る児童に

ついて利用調整順位を判断する旨定めている。そして、この「（１）基本点

数表」、「（２）調整指数表」及び「（３）順位表」は、申請者が提出する保

育施設・事業利用調整申込書およびその添付書類の記載に基づき、画一的

に当てはめて、当該申し込みに係る児童の基本点数及び調整指数等を客観

的指標によって示すことが可能と言える基準であるから十分具体的である

と言える。 

ウ  審査基準の公表 

審査基準の公表は、申請しようとする者あるいは申請者に対して、審査

基準を秘密にしないという趣旨であると解するのが相当であるところ、審

査基準たる利用調整要綱の内容は、保育施設・事業利用調整申込書ととも

に配布している冊子（本件においては「令和３年度保育施設・保育事業利

用の案内」）に掲載されているほか、大阪市ホームページにも掲載され、ホ

ームページ上での閲覧も可能となっており、審査基準は適当な方法により

公表されていると言える。 

以上から、本件処分の審査基準において、行政手続法第５条の規定に反す

る点は認められない。 

(2)  審査請求人は、審査請求書において、「いかなる具体的理由で保育の利用が

不可となったか明らかでない。」旨主張するが、当該主張については、本件保



 

 

留通知書の処分理由の記載では、本件処分の具体的理由が明らかにはなって

いないとする主張であるとして、当該処分理由の記載について、以下、行政

手続法第８条第１項の規定に反しないかを検討する。 

そこで、行政手続法第８条の解釈及び保育所入所保留処分における理由の記

載の程度を検討する必要があるところ、この点の判断については、大阪市行政

不服審査会平成 29年度答申第 12号「第５ 審査会の判断」における「３ 争

点に対する判断」と同旨であり、次のとおりである。 

行政手続法第８条の規定は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣

意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を

与える趣旨に出たものと解されることから、一般論として、理由の記載は、い

かなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して申請が拒否されたかを、申

請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に拒否の

根拠規定を示すだけでは、それによって当該規定の適用の基礎となった事実関

係をも当然知りうるような場合を別として、理由付記として十分でないという

ことになる（最高裁昭和 57年（行ツ）第 70号同 60年１月 22日第三小法廷判

決・民集 39巻１号１頁参照）。 

また、「一般に、法律が行政処分に理由を付記すべきものとしている場合に、

どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた各法律の規定

の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである。」（最高裁昭和 36年（オ）第

84号同 38年５月 31日第二小法廷判決・民集 17巻４号 617頁）とされている。 

しかし、保育所入所保留処分における処分理由をより具体的に記載するとな

ると、保育施設等の利用調整の性質上、他の児童の具体的な養育状況、各家庭

における保護者の勤務状況等のプライバシーにわたる具体的な事情との比較

が問題とならざるを得ず、更に各申込者が相当に近くに居住する者であると推

測されることに照らしても、具体的な事情まで踏み込んで保留通知書に記載す

ることは、処分庁としては困難を伴うと言うべきである（大阪高裁平成 25 年

（ネ）第 516号同年７月 11日判決・月刊「保育情報」No.453・75頁）。そうす

ると、他の申請者との関係で処分結果が決まる保育所入所保留処分の場合には、

その理由の程度は抽象的にならざるを得ないと言える。 

さらに、保育施設等の利用調整の際に考慮される世帯の状況の事由について

は、保育利用調整基準の「（１）基本点数表」中の「１．就労」のようにその認

定に係る裁量が狭い事由と、「13．その他」のように保健福祉センター所長が専

門的知見によって児童の要保護性を判断するようにその認定に係る裁量が広

い事由とが混在しており、この点を踏まえると、利用調整基準上の合計点数等

を保留通知書に記載することは処分庁としては困難を伴うため、その方法を採

用しないことが明らかに不合理であるとは言えない。 

この点、保育施設等の利用調整に係る審査基準は公表されているため、これ

を用いて自らの世帯の合計点数を一定程度算定することは可能であるから、合

計点数を知ることができないことが、被処分者にとって不服申立てを行う上で

の大きな支障となるとは言い難く、また、他の申込者との競合の結果により入



 

 

所保留となったということがわかれば、不服申立てを行うか否か判断すること

は可能である。 

よって、「利用申込をされた保育施設・事業については、利用可能数を上回る

申込みがあったため、保育利用調整基準に基づく利用調整を行った結果によ

る。」との記載がなされていれば、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を

適用して申請が拒否されたかを、その記載自体から了知しうるものであると認

めるのが相当であるから、本件保留通知書の処分理由の記載については、法の

要請する理由付記の程度の最低限の要請は充たしていると言え、行政手続法第

８条第１項の規定に照らして違法とまでは言えない。 

以上から、本件処分に、行政手続法第８条第１項の理由付記の違法はな

い。 

(3)  審査請求人は、審査請求書において「保育の必要性の認定を受けているに

もかかわらず、保育利用不可では保育利用可となった児童との間に不平等が

生じる。また審査請求人らもコロナ禍により収入が減少し回復の見込みがな

い状況。保育利用ができないことは就労困難となり、生活が困窮する。」旨主

張しているが、児童福祉法第 24条第１項、同第２項及び第３項の規定によれ

ば、同法は、市町村が保育所の利用について定員を上回る需要がある場合に

は、保育の必要性を基準に利用調整を行い、その結果として保育の必要性が

ありながら保育所への入所が認められない児童が生じ得る事態を想定してい

るものと解するのが相当であるから（東京高裁平成 28年（ネ）第 4173号同

29年１月 25日判決・賃金と社会保障 1678号 64頁参照）、利用調整の結果と

して、入所が承諾された児童と入所保留となった児童が生じ、さらに両者の

間に事実上の差が生じたとしても、その結果だけをもって直ちに不合理とま

では言えず、不平等であるとも言えない。また、保育利用ができなかったこ

とと就労が困難になり影響を被ることには、事実上一定程度の因果関係があ

るとしても、本件処分による間接的な影響であり、法律上の因果関係は認め

られず、また、法令の適正、公平な適用から派生する結果であるから、直ち

に不合理なものと言うこともできず、本件処分の違法性及び不当性の判断を

左右するものとは言い難い。 

(4)  審査請求人から処分庁に提出された保育施設・事業利用調整申込書及び添

付資料に従い、審査請求人の世帯の状況を利用調整基準に当てはめると、審

査請求人の世帯については基本点数○○点、調整指数なしであり、基本点数

及び調整指数の合算点数は○○点である。 

そして、処分庁の弁明書及び審査庁の主張書面によると、審査請求人が第

１希望としていたＡ、第２希望としていたＢのそれぞれについて、入所内定

した世帯の児童のうち最も順位の低い者の基本点数及び調整指数の合算点数

は、審査請求人の世帯についての基本点数及び調整指数の合算点数の○○点

より高いものである。 

したがって、申込児童につき入所内定に至らなかったとする判断について

不合理な点は見受けられない。 



 

 

３ 結論 

よって、本件審査請求には理由がないため、行政不服審査法第 45条第２項の規定によ

り、主文のとおり裁決する。 

令和４年６月 30日 

 

審査庁 大阪市長  松井 一郎   

 


